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各
闘
の
都
市
会
企
業

一
、
濁
遜
の
都
市
公
企
業

濁
品
地
の
都
市
公
共
圏
慢
の
活

動
に
は
自
己
固
有
め
目
的
に
劃
し
て
め
闘
臆
以
外
仁
、
臨
島
々
財

政
的
負
権
の
軽
減
を
闘
る
矯
め
に
牧
入
を
得
る
と
い
ふ
撃
が
添

加
さ
れ
る
。
こ
の
営
利
目
的
が
前
面
に
出
る
か
、
或
は
背
後
に
返

く
か
じ
従
っ
て
.
そ
の
事
業
経
替
の
法
的
性
格
を
具
に
す
る
。
前

者
は
行
政
法
上
の
公
営
諸
物
で
、
後
者
は
商
訟
の
濁
用
ぞ
受
く

る
私
的
替
遺
物
即
ち
産
業
的
企
業
(
問
巾
垣
市
『

z
w
z
c
=ぉ
Emf-s

E
間
)
ぞ
意
味
す
る
こ
と
は
言
ふ
迄
も
な
い
。
共
の
経
替
形
態
は

公
営
及
び
公
私
混
合
で
行
は
れ
、
水
道
、
瓦
斯
、
電
気
事
業
、

市
街
軌
道
、
高
架
及
地
下
動
道
、
倉
庫
、
市
帽
朝
、
貯
蓄
銀
行
、
浴

場
、
妻
酒
醸
造
等
が
教
え
ら
れ
る
。
こ
れ
等
の
事
業
よ
め
生
唱
す
る

錠
金
に
し
て
、
積
立
金
及
投
下
費
本
金
の
元
利
償
還
に
充
営
し
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都
市
公
企
業
の
財
政
的
意
味

た
る
剰
徐
は
、
こ
れ
を
市
の
一
般
舎
計
に
繰
入
る
こ
と
、
し
て

居
る
。
今
北
(
の
寅
蹟
の
一
例
を
示
せ
ば
官
引
の
如
く
で
あ
る
。

濁
塗
都
市
公
企
業
収
入
の
一
般
経
常
費
支
耕
高
幻
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都
樫常費 有及字離牧財料I租税

Berlin 24.8 間 112389 296.4 
Koln 25.0 124.7 i 52目4 60.9 
Munchen 一 99.!l 45.9 41.6 
Dresden 85.3 38.4 33.7 
Breslan 70.1 26.1 32.3 
Frankfurta. M. 7.7 100.3 45.5 44.:3 
D百sselrluTf. 2.6 tl1.!l 20.:1 :13.2 
Honnover 2.1 54.7 21.il 25日
Nurnberg 16.2 43.5 15.4 23.8 
StuttgaTt， 11.6 50.9 20.1 27.4 
Chemmnitz 41.0 19.0 18.4 
Dortmund 5.2 18.0 

MDkalaungld1bgbesubhrt1egTr， g g 一 40.6 I 14.!l 20.0 
:36.2 I ]3.8 19.2 
:35.;; ! 13.3 10.2 

Stettein 2.5 28.3 1 1 1. i~ 14.7 
Mannheim 41.1 I 15.0 18.8 
Kiel， 2.5 26.4 I 10.4 12.3 
Gel:senkirchen 0.3 20.5 I 7.9 10.6 

=
、
悌
蘭
聞
の
都
市
公
企
業

偽
蘭
西
に
於
け
る
輿
論
は
、

第
三
十
二
巻

一
O

問。

第
六
時
職

占ノ、

都
市
公
企
弐
に
劉
し
傍
統
的
に
徐
の
好
感
巻
有
っ
て
居
ら
な

ぃ
。
其
の
理
由
は
市
政
に
興
る
人
々
が
政
黛
化
し
て
居
り
、
黛

利
、
私
利
字
、
遂
ふ
に
念
「
い
し
て
公
谷
ぞ
無
視
す
る
こ
と
甚
だ
し

と
す
る
に
あ
り
と
せ
ら
れ
て
居
る
。
市
参
事
曾
は
大
都
市
中
都

市
を
問
は
す
悌
閣
の
津
，
R

浦
々
仁
於
て
、
行
政
機
関
と
一
吉
ふ
よ

り
も
お
γ

ろ
疋
し
く
政
治
的
集
曾
七
ゐ
有
様
で
あ
る
。
そ
し
て
人

が
参
事
曾
員
に
選
出
草
さ
れ
る
資
格
政
、
其
の
人
の
能
力
に
恭
く
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す
る
事
を
約
す
る
と
い
ふ
こ
と
の
如
何
に
基
い
て
居
る
。
而
し

て
参
事
曾
員
に
ら
ん
と
す
る
こ
と
は
、
園
舎
議
員
た
る
高
き
人

爵
に
到
達
す
る
踏
牽
と
な
す
野
望
に
満
て
る
小
市
民
群
に
よ
り

て
求
め
ら
れ
て
居
る
現
欣
で
あ
る
。
多
数
の
都
市
に
於
け
る
市

参
事
曾
員
の
大
多
数
は
職
人
或
は
弊
働
宥
で
あ
る
。
斯
〈
の
如

く
に
し
て
構
成
さ
れ
た
市
参
事
曾
は
殆
ん

r常
に
商
工
業
の
大

経
営
を
な
し
行
く
に
須
要
な
資
格
を
快
い
で
居
る
。
亦
市
舎
が

選
任
し
た
る
市
商
品
員
は
熟
達
の
人
で
な
く
疑
問
の
絵
地
あ
る
人

が
多
い
、
慨
し
て
都
市
公
企
業
は
、
不
経
済
に
行
は
れ
、
浪
費

が
漸
増
の
傾
向
に
あ
り
、
且
つ
勝
利
を
博
し
た
政
窯
の
寄
生
虫

参照岡野文之助氏「掴逸に於ける都市財政組織」都市問題第六巻第三競一六
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前
掲
の
統
計
表
に
よ
り
て
公
企
業
が
財
政
上
に
占
む
る

大
鐘
の
地
位
を
知
る
こ
と
や
得
る
(
詳
し
き
統
計
数
字
を
求
め

る
に
は
下
記
四
一
統
計
書
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

而
し
て
こ
の
公
企

業
牧
益
は
租
税
負
擦
の
粧
減
に
充
賞
さ
れ
て
居
る
と
こ
ろ
で

あ
も
英
国
で
は
減
債
基
金

回
目
ロ
}
洲
町
コ
岡
町
ロ
ロ
ハ
凶
)

の
設
定
が

各
都
市
公
企
業
曾
計
応
は
、
法
律
上
強
制
さ
れ
て
居
る
ニ
と

は
、
他
閣
の
郁
市
公
企
業
に
寄
せ
な
い
特
徴
で
あ
旬
、
並
じ

水
道
事
業
に
於
て
は
近
年
慨
し
て
牧
盆
は
支
出
を
償
ふ
こ
と

を
得
す
し
も
、
租
税
牧
入
よ
り
補
足
さ
れ
て
居
る
こ
と
は
J

き
を
売
ゆ
る
の
で
あ
る
。

回
、
米
閣
の
都
市
会
企
業

支
差
額
、
即
ち
公
徒
事
業
盆
金
は
、

(
「
司
『

g
z
q目
)
な
る
経
費
科
目
を
迂
廻
し
て
、
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都
市
公
企
業
白
財
政
的
意
味

経
費
及
ぴ
公
従
事
業
改
良
資
、
の
文
耕
に
貢
献
す

1

る
。
「
こ
の
永

.，~---\--一一去
社街保保ー雑娯数 社街保保ー

舎費般 曾襲般

事築育 事路術1<市 築育事路衛安市

業 業品政 業生政

費費食費 費費賀茂費貰費費 費費賀費費

園宰主主刑救 圃皐怒刑救

書墓務議 書 悪 務
校 病 事 校R声f 護

舘院所業 官官問所

費費費費費 、 費費費費費
-ー同園.園、M圃・・・周回_.'.'-...咽， ‘・ーー園町・-圃圃圃匹、J・・-司・ー・・・・r

↑!!  ~'!謄 f

組柱の経に都は
立の l羽費於市
る -k. ;fl て財米
ちを友日は政問

I 
行

政

↓
[
永
久
的
改
頁

J
I事
業

費

教娘雑
FAr-
盆

債

E
市

費

]¥' 

公
金

事
業
費
~・E・-旬、

其市主主艇京電水
他地~燈
白街及埠折、道
会火頭動
.鍍葬及事カ事
企場陪事
業道事揚業業業

業 事
業

? 

↑
公
盆
事
業
金
金

久
的
改
良

卒
業
費
」

の
で
、

、、~

ま
こ
れ
が

大
綱
研
一
一
不

せ
は
上
の

る主口
0::') く

で
あ

第
三
十
二
巻

一O
問
問

第
六
披

四
0 

五
、
我
闘
に
於
け
る
都
市
公
企
主

我
闘
に
於
け
る
都
市

公
企
業
牧
入
は
、
使
用
料
及
手
数
料
と
し
て
統
計
数
字
中
に
一
京

さ
れ
て
居
る
が
故
に
、
先
つ
司
』
れ
が
詮
索
を
な
す
-
』
と
に
す
る
o

云
ふ
迄
も
無
く
使
用
料
及
手
数
料
は
校
外
収
入
の
一
椛
成
を
な

い
ふ
巾
税
収
入
と
税
外
牧
入
の
割
合

を
見
る
と
大
閥
次
の
数
字
ル
-
計
算
し
作
る
。

す
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、

珠
山
叫
入
と
枕
外
政
入
と
の
割
合

(
大
正
元
年
乃
rf
附
和
一
年
度
目
平
均
判
明
A
H
)

村

地

方

図

種

別

一

税

収

入

一

票

川

崎

入

一

合

計

道
府
麟
÷
五
七
%
一
四
一
一
語
一
一

C
C
ガ

市

三

九

%

弱

一

八

一

μ
彊
一
一

00μ

町
一
六
一
%
弱
一
三
九
%
強
↑
一

0
0ガ

都
市
の
税
外
牧
入
中
に
於
て
使
用
料
及
手
数
料
は
、
借
金
牧

入
れ
る
市
債
を
除
外
す
れ
ば
、
大
医
二
年
以
降
昭
和
二
年
に
至

る
迄
、
歴
年
首
位
占
管
内
め
、
最
近
で
は
一
位
瓦
千
市
内
闘
以
上
の

牧
入
令
粛
ら
す
。
ド
ド
が
、
二
の
一
応
TB
千
出
向
以
し
し
の
使
用
料

及
手
数
料
牧
入
の
中
、
一
日
一
一
・
一
二
千
両
国
以
上
は
所
謂
六
大
都

市
に
属
す
る
こ
と
は
腎
意
す
べ
き
で
あ
る
。
遮
菜
、
前
掲
数
字

に
よ
る
卒
均
的
観
察
で
知
り
得
る
こ
と
は
、
我
副
都
市
財
政
の

Financial Statistics of Cities 1927・p.29・
Fin::mcia.! Statistics of Cities 1927・p. 29・& p. 173， P・52 品ニ p. 342. V. 342 

p. 54ιp. 350. p. 54. & P・358: Vgl. W. L. W"y tinshy. "司 O. S. 272 
都市問題第宍巻第三披一五八頁及一五九頁、|河野文之助氏「アメリカに於け
る都市財政組織 i

市制第百十二傑i第百十三傑 4) 昭和三年度地方財政概要二四頁参照
同 上 三八頁 6) 昭和三年度、地方財政概要凹二頁

1) 

2) 

3) 
5) 



で
居
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
代
償
額
決
定
の
客
観
的
標
準
も
、

亦
繰
入
後
の
支
出
明
細
も
不
明
に
し
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

都
市
会
企
業
の
財
政
的
意
味

第
三
十
二
巻

一
O
四
五

第
六
就

四

昭和三年度地方財政機要、四三買
昭和六年日本都市年鑑、三三八頁、三八O頁、三九六頁、四二五頁、四九四頁
第二十六阿東京市統計年表ー000頁 4) 第十一回大阪市財政要賢三三頁
昭和三年度京都府泉都市歳入出決算書四五一四六頁
昭和三年度榊戸市各経理署歳入品像算書、大頁
昭和三年度横潰市最入品設算書、ニO頁
昭和三年度屋名古市経害時歳入歳臨海算決闘害、一八頁
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都
市
会
企
業
の
財
政
的
意
味

れ
、
都
市
公
企
業
接
金
が
都
市
財
政
の
賓
箱
で
あ
り
、
市
首
局

者
が
該
待
金
の
減
少
に
戦
き
、
増
加
に
腐
心
す
る
所
以
の
一
面

を
了
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
(
註
一
)

(
健
一
)
会
企
業
金
金
は
普
遁
経
済
以
外
の
経
務
に
も
現
貰
に
繰
入
れ
-

b
れ
で
居
る
と
ζ

ろ
で
あ
る
が
(
例
へ
ぽ
、
大
阪
市
は
電
気
軌
道
笹
・
一

業
費
紳
掛
よ
り
都
市
計
重
事
業
費
へ
、
何
等
目
標
準
も
示
す
ζ

と
な
一

〈
百
四
十
寓
園
近
〈
を
組
入
る
事
を
昭
和
三
年
度
設
算
に
計
上
寸
町
一

か
ふ
る
組
入
は
他
都
市
で
も
、
年
中
行
事
的
慣
習
で
も
あ
る
)
蕊
で
一

は
立
ち
入
ら
ぬ
ζ

と
L

ナ

る

。

一

以
と
の
周
翠
な
数
字
に
よ
る
論
濯
に
工
明
か
な
る
如
く
、
得
一

聞
と
も
相
嘗
の
都
市
公
企
業
牧
入
守
象
け
て
居
り
、
(
但
し
悌
闘

の
都
市
公
企
業
が
援
は
ぎ
る
こ
と
は
前
漣
せ
り
〉
其
の
鋳
金
は
営
該

山
金
金
を
賢
ら
す
公
企
業
の
絞
費
に
全
部
還
元
さ
れ
る
こ
と
な
く

一
般
曾
計
に
組
入
れ
ら
れ
て
、
積
極
的
或
は
消
極
的
に
携
税
階

級
の
樫
減
が
歴
然
と
或
は
隈
々
の
裡
に
行
は
れ
て
居
る
の
を
識

り
得
る
の
で
あ
る
・
こ
の
事
態
は
都
市
行
政
の
賓
棒
、
園
由
来
行

政
の
纏
力
が
健
税
階
級
の
掌
中
に
あ
る
こ
と
を
想
起
せ
ば
何
等

不
思
議
と
す
る
に
は
首
ら
な
い
で
あ
ろ
司
フ
。
し
か
ら
ば
私
が
こ

の
節
の
甫
め
に
掲
け
た
都
市
公
企
業
の
財
政
的
評
債
の
翻
鮪
は

果
た
し
て
一
家
言
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
?
今
や
こ
れ
が
吟
味

の
必
要
に
姐
ま
ら
れ
る
。

第
三
十
二
巻

一O
四
六

第
六
時
制
一
四

都
市
公
企
業
盆
金
を
一
般
経
費
に
充
営
す
る
可
否

一
般
経
費
と
は
、
云
ふ
迄
も
な
く
都
市
共
同
慢
の
み
士
酬
情
的
厚

生
、
帥
ち
全
健
的
に
生
産
力
促
進
に
宮
町
興
す
る
経
費
で
あ
り
、

そ
は
純
然
た
る
租
税
牧
入
金
以
て
支
排
す
る
が
財
政
理
論
の
要

請
で
あ
る
。
(
謹
二
)

(
註
二
〉
り

r
ナ

1

白
衣
の
言
葉
白
棋
に
は
、
一
般
経
曹
は
組
枕
経
費

な
る
意
を
汲
み
取
る
に
充
分
で
あ
ろ
う
。
日
〈
「
純
肘
政
的
意
味
に

於
け
る
租
税
と
は
突
の
様
た
賦
課
で
あ
る
、
即
ち
同
案
其
他
の
強
制

綬
静
岡
韓
(
地
方
向
治
閣
時
〉
の
一
般
的
経
費
を
支
排
ナ
る
舟
め
に
、

主
構
或
は
圏
家
白
財
政
櫨
に
基
い
て
(
直
接
的
な
岡
橋
又
は
涯
生
的

岡
家
権
力
に
基
い
て
)
岡
家
公
共
閤
慢
の
会
一
穂
施
設
に
封
ナ
る
一
般

的
報
償
の
趣
旨
で
一
勲
的
の
原
則
及
標
準
に
照
隠
し
て
、
一
方
的
に

定
む
る
主
己
ろ
白
方
法
と
額
に
於
て
、
個
人
経
糠
(
個
人
)
Z
O
強
制

的
容
輿
'
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
賦
課
で
あ
る
」
と

J
U

共
れ
故
に
都
市
財
政
に
於
け
る
普
通
経
桝
に
属
す
る
一
般
経
費

科
目
は
.
租
税
的
経
費
の
配
列
に
あ
り
と
言
ひ
得
る
に
も
不
拘

B 
公
企
業
盆
金
を
ば
普
通
経
済
に
繰
入
れ
て
可
な
り
と
論
争
る
設

を
往
h

見
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
設
が
支
持
し
得
る
も
の

で
あ
る
か
否
か
を
考
察
し
て
、
庭
面
私
し
の
問
調
財
政
的
観
動

そ
根
擦
付
け
る
こ
と
、
す
る
。

一
、
使
用
料
は
消
費
税
を
含
ま
す
と
の
器

我
園
地
方
財

第十一回大阪市財政要覧四七頁
国. A. Wagner， Hinan印刷enschaft.(Theorie cler H~;tenentnι) S. 2IO 

田中康太郎氏著、地方財政経理事皐全集第三十各六一三頁、乃至大一五頁及祉
曾経済檀系第十一巻一四七頁乃至一四八頁
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政
の
白
局
、
凹
中
康
太
郎
氏
に
従
へ
ば
使
用
料
と
は
公
企
業
よ

り
生
A
T
る
牧
入
で
あ
る
。
凡
そ
使
用
料
守
生
み
出
す
公
企
業
に

一
は
専
ら
共
同
隔
利
の
培
準
の
鵠
め
に
設

は
二
種
類
が
あ
る
。

置
し
経
皆
す
る
施
設
で
あ
る
が
、
共
の
所
要
費
用
ぞ
一
般
の
負

擦
と
錦
す
よ
り
も
利
用
者
に
剥
し
て
報
償
的
に
幾
分
の
提
供
を

さ
す
の
が
、

一
般
的
に
叉
は
特
定
の
揚
合
に
正
義
な
り
と
考
へ

ら
る
、
種
類
の
企
業
で
あ
る
。
上
水
道
皐
校
病
院
問
書
館
の
如

品
川
、
日
疋
で
あ
ら
。
他
は
共
同
の
間
利
の
潟
め
に
設
く
る
施
設
で
あ

る
が
同
時
に
公
共
経
済
関
慢
の
財
政
上
の
手
段
獲
得
の
矯
め
に

も
利
用
し
得
る
や
う
な
種
類
の
企
業
で
あ
る
。
電
車
電
時
軌
道

瓦
新
事
業
の
如
き
は
印
是
で
あ
る
。
と
し
、
市
し
て
第
二
の
種

類
の
会
企
業
の
利
用
者
に
要
求
す
る
反
針
給
付
の
額
を
定
む
る

に
晶
画
。
一
般
経
済
市
揚
に
於
て
普
通
と
認
め
得
る
程
度
の
企
業

利
得
や
計
算
の
中
に
入
れ
た
か
ら
と

τそ
れ
は
使
用
料
が
直
常

債
格
を
以
て
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
に
止
ま
わ
決
し
て
消
費

税
を
但
含
せ
し
め
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
査
し
消
費
税
は
正

常
債
格
の
上
に
更
に
加
へ
ら
れ
た
る
或
物
で
あ
る
、
領
絡
が
利

潤
を
含
む
官
生
産
費
と
合
致
し
て
居
る
揚
合
は
債
格
は
正
常
の

都
市
会
企
業
の
財
政
的
意
味

も
の
で
あ
る
、
公
企
業
の
使
用
料
が
正
常
債
格
の
程
度
に
於
て

定
め
ら
れ
た
と
き
は
消
費
税
的
分
子
ぞ
含
む
で
ゐ
る
と
謂
ふ
を

得
な
い
か
ら
、
斯
く
し
て
公
企
業
か
ら
牧
益
を
得
て
‘
之
そ
一

般
地
方
経
済
に
使
用
し
た
か
ら
と
て
地
方
税
に
消
費
税
金
設
け

て
地
方
財
政
争
援
け
に
と
い
ふ
結
果
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ

ゐ
。
:
・

:
j
i
-
-
-
故
に
電
車
軌
道
、
電
僚
瓦
斯
の
如
き
公
企
業

の
使
用
料
は
之
に
投
じ
た
る
同
定
資
本
の
利
子
、
其
の
減
償
償

却
持
銀
共
の
他
経
営
上
必
要
な
る
費
用
や
共
の
時
期
に
於
け
る

一
般
程
度
の
利
潤

t
や
計
算
の
中
に
加
へ
て
と
や
定
め
、
以

γa

牧
益
を
血
争
け
た
と
き
は
之
を
一
般
経
費
の
補
足
に
な
し
地
方
負

携
の
韓
減
に
費
す
る
も
差
支
な
い
と
信
手
る
。
:
:
・
:
:
」
と
、

以
上
で
事
柄
ゆ
管
理
解
し
易
か
ら
し
む
る
矯
め
に
公
式
化
す
る

-b--
次
の
如
く
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

凪
刊
回
附
滞

H
{〔
留
満
州
州
券
、
泣
い
哨
)
+
(
E
M
W
浦
券
、
割
問
施
時
岬
撞
〉
+
(
海

猫
)
+
(
繭
噂
W
V
}

M

V
叩
時
魁
剤
師

T
N
F

(
除
回
附
刷
用
)
+
ハ
料
、
、
事
道
、

l
b同
協
同
阿
、
当
謹
)
引
引
開
持
論
訓
芯

〈
国
号
』
州
、
、
当
識
鵜
い
蹴
恥
町
民
伊
練
、
、
骨
問
迫
撃
酷
凪
}

(
何
持
強
設
)
+
M
H
園
田
輝
砲
撃
(
園
田
眼
目
圃
添
市
子
持
輔
、
，
峨
鋤
抽
『
寄
M

F

)

氏
の
言
は
れ
る
第
一
の
種
類
の
公
企
業
が
、
某
食
し
て
会
企
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都
市
公
企
業
白
財
政
的
意
味

業
な
る
や
、
筆
者
の
所
謂
純
粋
市
器
事
業
な
る
や
に
就
て
は
疑

問
の
飴
地
あ
の
と
考
ふ
る
の
で
あ
る
が
落
で
は
取
扱
山
、
』
と
、

し
、
一
専
ら
第
二
の
種
類
の
公
企
業
ぞ
問
題
と
す
る
③
若
し
首
該

会
企
業
の
利
用
過
程
よ
り
考
察
す
る
時
は
、
論
者
の
仰
せ
の
如

く
利
用
品
刊
に
消
費
税
的
負
携
守
課
せ
一
h
る
、
こ
と
は
無
い
の
は

明
か
で
あ
り
。

か
、
る
意
味
の
負
権
争
利
則
宥
が
売
れ
る
こ
と

は
公
企
業
が
科
企
業
に
附
し
て
有
す
る
特
異
な
知
の
一
つ
で
も

-
〉
〉
。

品川

υ
ゅ

r'i

品
ヘ
凶

J
4
4
t
フ、

ケ州
J
L
f
f
巾

l

十

凡

hrh-

ラ
コ
ル
/
ム
川

4
A

P
C
川町ノ
Iー
;hリ
'
吋

d
y
・
、
:
引
事
〉

P
旬、

や

司

;

心

d
Z
I
l
-
-
E
J
M

を
以
て
「
一
般
経
貨
の
補
足
に
な
し
地
方
負
婚
の
軽
減
に
資
す

る
も
差
支
な
い
と
」
と
い
ふ
翰
収
は
出
て
来
な
い
と
考
~
る
。

何
ん
と
な
れ
ば
、
利
用
の
成
果
、
印
ち
牧
俗
、
の
慮
分
の
方
面

か
ら
考
察
す
る
と
、
若
し
か
・
る
牧
絡
を
ば
一
般
絞
費
一
換
言
せ

ば
本
来
租
税
に
よ
り
て
支
燐
さ
る
べ
き
性
質
の
経
質
(
例
へ
ば
道

路
費
、
義
務
教
育
費
、
救
護
費
、
枇
舎
事
業
費
等
々
)
の
補
足
に
常
て

る
事
は
、
公
企
業
の
利
用
者
階
級
の
負
指
ぷ
於
て
携
税
階
級
の

負
権
料
減
と
な
る
か
ら
で
あ
る
、
こ
の
意
味
に
於
て
、
公
企
業

ム
耐
金
を
一
般
経
費
の
補
足
に
山
口
同
て
る
こ
と
は
治
資
稜
的
な
負
控

を
利
用
持
階
級
に
招
か
ホ
と
一
玄
ひ
得
る
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
セ

第
三
十
二
巻

一O
四
八
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六
波

問
問

リ
ク
7

ン
氏
の
所
謂
静
装
し
た
る
租
税
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ

‘ヲ。

余
は
、
か

J
Q階
級
性
の
立
一
一
一
同
に
は
、
財
政
諭
上
遺
憾
な

が
ら
賛
怠
を
表
す
る
や
』
仰
げ
な
い
の
で
あ
る
。

二
、
主
ス
ト
氏
の
設
都
市
行
政
皐
、
都
市
政
策
の
老
口
宿

モ
ス
ト
氏
は
、
「
都
市
公
企
業
よ
り
利
絵
金
が
得
ら
れ
た
際
に

は
こ
の
利
絵
合
争
以
て
個
人
を
宮
ま
す
-
}
と
に
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
、
そ
の
合
は
租
税
負
携
品
刊
の
負
換
や
税
減
す
る
矯
め
に

使
用
す
る
か
、

b

成
ば
極
々
の
祉
曾
政
策
的
施
設
J
4
な
す
一
H

)

と
に

似
刑
し

τ、
全
般
に
役
立
た
す
べ
『
ぎ
で
あ
ふ
一
」
と
(
祖
橋
貴
捕
者

の
摂
誠
に
充
て
る
こ
と
は
全
穏
に
役
立
ワ
も
の
に
あ
b
ぎ
る
こ
と
は

今
、
前
港
せ
る
所
な
る
故
、
輩
で
は
枇
合
政
策
的
施
設
へ
の
徒
会
還
元

を
問
題
と
す
る
。
了
}
の
杭
舎
政
策
的
施
設
へ
の
接
合
充
首
や
主

張
す
る
汗
に
は
、
濁
渇
枇
曾
民
主
議
の
代
一
一
一
日
舟
リ
ン
J
7
7

ン
氏

も
あ
る
。
果
た
し
て
モ
ス
ト
民
の
伝
〈
酬
は
杵
容
さ
る
べ
き
か
仰

、
ヲ
カ

通
常
駐
曾
政
策
な
る
語
ほ
一
枇
曾
的
平
和
に
直
接
貢
献
す
る
公
共

闘
樟
の
活
動
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
札
、
者
人
は
是
の

日
常
思
考
概
念
の
規
定
よ
り
都
市
此
曾
政
策
の
課
題
冶
明
か
に

す
る
こ
と
か
ら
考
察
を
進
め
ん
。
先
つ
右
の
命
溜
の
反
商
に

於
て
立

a

一
争
目
さ
れ
て
居
る
こ
と
は
、
社
舎
に
は
平
和
な
ら
ざ
る
枇

~eligmann ， Essays in Taxation. p. 3 
Mo叫， Die deutscne ，.，tadt und 山間 l(erwaIttln~~ ， SS. 39 40 
Lindeman. VgL Sozialdemokratische Gem町 no叩 alitikHeftb. D問日目atiscbe 
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舎
四
切
象
が
在
存
す
る
ニ
と
で
あ
る
。
日
疋
の
平
和
な
ら
ざ
る
紅
曾

現
象
の
諸
原
因
に
於
て
、
経
済
的
不
均
等
は
共
の
主
た
る
も
の

な
る
こ
と
は
、
高
人
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
ら
ば

経
済
的
不
均
等
は
何
故
生
す
る
か
と
い
ふ
に
、
そ
は
、
生
産
力

と
経
済
組
織
と
の
矛
盾
よ
り
起
る
は
云
ふ
を
伎
に
な
い
。
従
て

都
市
枇
曾
政
策
の
課
題
は
、
都
市
な
る
共
同
枇
曾
構
成
員
の
経

済
的
不
均
等
会
ば
生
産
力
褒
展
の
見
地
ょ
の
調
整
し
、
斯
く
て

公
共
に
役
立
つ
と
共
に
個
人
の
隔
祉
に
も
寄
興
す
る
に
あ
り
と

す
る
じ
め
る
。
新
総
な
意
味
の
都
市
一
世
曾
政
策
は
遺
品
ピ
遁
去
に

も
寄
在
し
、
日
つ
附
附
飛
と
雌
'
も
引
繍
4
d
存
心
仕
す
ゐ
で
あ
の
う
け

れ
ど
も

h

一
世
曾
の
生
活
意
識
に
於
て
初
め
て
問
題
と
な
る
に
至

っ
た
の
は
、
機
械
と
資
本
の
長
同
時
代
に
あ
り
し
は
勿
論
で
あ

る
。
い
ま
、
右
の
如
き
謀
越
を
有
す
る
都
市
の
枇
曾
政
策
的
施

設
が
都
市
政
府
に
よ
り
行
は
れ
る
揚
合
、
北
べ
の
経
費
は
む
し
ろ

組
織
に
よ
り
利
証
金
享
受
す
る
者
の
負
携
に
於
て
な
す
が
営
然

で
あ
ろ
も
7
“
(
経
済
組
織
に
よ
り
で
亨
る
剥
盆
は
各
倒
人
の
宮
に
よ
り

客
観
化
さ
れ
て
居
る
。
)
併
し
枇
曾
政
策
的
施
設
は
‘
前
述
せ
る
と

こ
ろ
で
了
解
さ
れ
る
如
く
、
生
産
力
と
経
済
組
織
の
矛
盾
よ
り

生
れ
、
首
該
都
市
会
企
業
の
利
用
者
は
却
っ
て
共
矛
盾
の
犠
牲

者
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
り
と
す
れ
ば
、
枇
曾
政
策

的
施
設
の
経
費
を
都
市
公
企
業
の
利
用
者
階
級
よ
り
得
た
る
谷

合
で
充
設
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
古
都
市
全
慌
に
役
立
つ

都
市
公
企
業
の
財
政
的
意
味

と
す
る
そ
ス
ト
氏
の
立
論
は
支
持
し
難
く
、
只
だ
鱈
税
階
級
の

負
擦
を
軽
減
す
る
潟
め
に
使
用
す
る
揚
合
に
比
し
、
一
枇
曾
政
策

的
意
義
大
な
り
と
云
ふ
を
得
る
に
止
牛
車
る
。

理
論
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
、
右
漣
の
如
し
と
す
る
も
、
こ
れ

直
地
に
賓
践
的
債
値
あ
り
や
と
反
問
き
れ
る
と
、
明
か
陣
崎
路
せ

J
d
る
を
得
な
い
。
説
賞
は
針
立
で
あ
り
、
矛
盾
で
あ
る
。
事
貨

は
飛
躍
せ
?
と
す
れ
ば
、
都
市
公
企
業
の
益
金
は
、
経
済
的
不

均
等
の
現
象
が
張
く
現
出
し
、
且
つ
愈
々
激
化
の
可
能
性
あ
る

都
市
で
の
、
祉
曾
政
策
的
施
設
の
財
源
と
し
て
賂
来
谷
々
利
用

3
れ
る
で
あ
ろ
う
。
法
じ
附
く
す
ゐ
川

γ
じ
は
、
川
川
口
税
北
ハ
仰
の
賦

課
金
等
々
の
手
段

ιよ
り
て
該
施
設
の
財
源
を
需
め
る
よ
り
も

都
市
行
政
の
運
用
上
、
容
易
な
る
政
策
で
あ
り
、
他
方
、
庶
民

階
級
の
歌
心
や
伊
品
H
H

ふ
に
十
分
な
装
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。

三

、

結

論

以
土
論
宇
る
」
ニ
ろ
に
よ
り
、
都
市
公
企
業
認
金
が
租
税
経

費
の
極
減
、
叉
は
減
税
財
源
と
し
て
章
一
き
を
な
す
こ
と
を
、
賂

叉
し
か
す
る
二
と
は
、
財
政
理
論
の
要
請
と
背
反
す
る
こ
と
守
、

指
示
得
た
り
と
考
ふ
・
そ
し
て
賞
践
的
政
策
と
し
て
は
、
該
援

金
は
枇
曾
政
策
的
施
設
に
充
賞
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
こ
と
舎
も

示
唆
し
た
。
惟
う
に
我
園
都
市
公
企
業
の
役
割
も
、
近
ふ
き
将
来

に
於
て
枇
曾
政
策
的
施
設
費
の
財
源
へ
寄
興
す
る
方
向
に
動
く

で
あ
ろ
う
。
(
大
二

l
六
)
〔
完
)
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